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『
附
釈
文
互
注
證
部
韻
略
』

『
集
韻
』
と
『
證
部
韻
略
』
は
、
丁
度
と
い
う
同
じ

編
者
に
よ
っ
て
な
る
と
い
う
。
ま
た
、
完
成
時
期
も
両

書
そ
れ
ぞ
れ
近
似
し
て
お
り
、
『
集
韻
』
は
宝
元
二
年
（
一

0
三
九
年
）
に
、
ま
た
『
證
部
韻
略
』
は
景
祐
四
年
（
一

0
三
七
年
）
に
成
書
し
た
。
こ
の
間
わ
ず
か
に
二
年
し

か
な
い
。
た
だ
し
、
一
方
の
『
集
韻
』
の
方
は
所
収
字

約
五
万
字
の
大
規
模
韻
書
で
あ
り
、
も
う
一
方
の
『
證

部
韻
略
』
の
方
は
所
収
字
約
一
万
字
の
小
規
模
韻
書
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
編
者
が
同
じ
で
あ
り
、
し
か
も
完

成
時
期
も
近
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
二
つ
の
書
物
に
関
連

性
が
あ
る
の
が
当
然
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
を

戴
震
は
、
『
巻
二
「
宋
景
徳
韻
略
」
で
次
の
よ

の
祖
本

う
に
述
べ
て
い
る
。

…
…
景
祐
四
年
、
更
刊
修
『
韻
略
』
、
改
称
『
證
部

韻
略
』
。
刊
修
『
広
韻
』
、
改
称
『
集
韻
』
。
『
集
韻
』

成
於
『
證
部
韻
略
』
頒
行
後
二
年
、
是
為
景
祐
・

宝
元
間
詳
略
二
書
。
独
用
・
同
用
例
、
復
『
切
韻
』

之
旧
、
次
第
亦
稽
有
改
移
突
。

す
な
わ
ち
、
戴
震
は
、
こ
の
二
書
を
「
詳
略
」
の
関

係
に
あ
る
と
い
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
筆
者
は
簡
略

な
が
ら
義
注
の
部
分
に
つ
い
て
触
れ
た
こ
と
が
あ
る
（
注

1
)
。
『
集
韻
』
の
場
合
、
多
く
が
『
説
文
』
と
ま
ず
書

名
を
あ
げ
、
次
に
説
解
を
引
く
か
た
ち
で
義
注
を
示
す
。

一
方
、
『
附
釈
文
互
注
證
部
韻
略
』
の
場
合
、
義
注
を
示

さ
な
い
例
も
多
く
あ
る
が
、
通
例
『
説
文
』
と
い
う
圭

名
は
略
し
説
解
の
み
の
義
注
で
あ
る
。
こ
の
点
だ
け
で
、

水

谷

誠（創
価
大
学
）

(1) 
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計
入 去 上 下 上 声
声 声 平 調

゜
五 八 七 四 四

小

四 八 八
悶立ロ

五 五 ＇ ノ‘

八 四
'' 五 八 ＇ ノ‘ ノ‘ 致

゜
七 七 ＇ ノ‘

礼． 
集四

八

゜゚
致， 

'' 
， 

゜
八ノ‘ ノ‘ ノ‘

礼． 
広

゜
四 七

致八 '' ノ‘

広. 
集

七
致

゜
五 七

言戸＾

不

五 四 七

゜
五 致

゜
九 五 ＇ ノ‘

『
附
釈
文
互
注
證
部
韻
略
』

反
切
異
同
表

の
「
詳
略
」
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
と
は
い
え

な
い
が
、
そ
の
一
端
を
例
示
し
た
と
い
う
こ
と
は
で
き

る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
別
稿
で
は
、
『
附
釈
文
互
注
證
部
韻
略
』
に
見

え
る
反
切
を
中
心
に
し
て
、
『
集
韻
』
（
四
部
備
要
本
）

『
広
韻
』
（
沢
存
堂
本
、
以
下
同
じ
）
の
反
切
を
分
類
し

て
み
た
（
注
2
)
。
左
の
表
に
示
す
よ
う
に
、
『
附
釈
文

互
注
證
部
韻
略
』
と
『
集
韻
』
と
で
反
切
用
字
の
一
致

す
る
も
の
が
多
い
。
こ
の
表
の
数
値
を
よ
り
わ
か
り
や

す
く
す
る
た
め
に
、
比
率
の
数
値
（
パ
ー
セ
ン
ト
）
に

改
め
て
み
た
表
も
作
成
し
て
み
た
。

(2) 
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の
比
率
表
か
ら
容
易
に
読
み
と
れ
る
こ
と
は
、
『
附

釈
文
互
注
證
部
韻
略
』
の
反
切
用
字
が
、
『
集
韻
』
の
そ

れ
と
一
致
率
が
高
い
こ
と
が
ま
ず
あ
げ
ら
れ
る
。
上
か

ら
二
番
目
の
『
附
釈
文
互
注
證
部
韻
略
』
『
広
韻
』
『
集

韻
』
三
一
致
の
二
六
％
と
『
附
釈
文
互
注
證
部
韻
略
』

『集韻』二致の一％を合計すると七七％

もの比率である。つまり、『附釈文互注證部韻略』

での七七％の反切用字が『集韻』の反切用字と

一致するのである。以上のように、反切用字の

上からも『附釈文互注證部韻略』と『集韻』と

平 入 上 声
均 声 平 調

書

五
致I, 

九 九 七 四ノ‘

礼. 

五 五 四 '' 四 ノ‘ 致九
， 
五 九 五ノ‘

礼
． 
広

致九 ' 四 七 七ノ‘

広． 

， 致
ノ‘

致

゜
I, 

゜
ノ‘

『
附
釈
文
互
注
證
部
韻
略
』

『
集
韻
』
反
切
異
同
比

（
小
数
点
四
捨
五
入
）

(3) 
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の
間
に
は
、
密
接
な
関
係
が
あ
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る

で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
右
の
義
注
及
び
反
切
用
字
と
い
う
二
点
で

の
簡
単
な
調
査
か
ら
も
、
両
書
の
関
係
を
（
特
に
成
書

と
い
う
点
に
お
い
て
）
さ
ら
に
詳
細
に
考
察
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ

の
考
察
の
前
に
、
『
集
韻
』
は
さ
て
お
き
（
注
3
)
、
『
附

釈
文
互
注
證
部
韻
略
』
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
考
察
が

ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
え
る
。
こ
の
点
を
簡
単
に

い
え
ば
、
『
附
釈
文
互
注
證
部
韻
略
』
は
い
わ
ゆ
る
「
景

徳
韻
略
」
と
ど
の
点
で
同
じ
で
あ
り
、
ど
の
点
で
異
な

っ
て
い
る
の
か
と
い
う
基
本
的
な
問
題
で
あ
る
。
王
応

麟
『
玉
海
』
に
よ
れ
ば
「
景
祐
韻
略
」
は
大
き
な
改
訂

を
経
て
き
て
お
り
（
注
4
)
、
本
来
の
姿
の
ま
ま
で
あ
る

可
能
性
は
低
い
よ
う
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
本
稿
で
は
、
『
附
釈
文
互
注
證
部
韻
略
』
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
に
お
い
て
ど
こ
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ

と
が
で
き
、
か
つ
「
景
祐
韻
略
」
と
比
較
し
て
ど
の
上

う
な
変
化
を
被
っ
て
き
た
の
か
を
考
察
し
て
み
た
い
。

こ
の
点
が
明
確
に
な
れ
ば
、
ほ
ぼ
に
で
き
た
『
集

韻
』
と
『
附
釈
文
互
注
證
部
韻
略
』
の
の
関
係
を
、

よ
り
詳
細
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
ひ
い

て
は
、
『
集
韻
』
成
書
の
一
端
を
知
る
手
が
か
り
に
な
る

可
能
性
も
大
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

に
よ
る
改

「
経
部
・
小
学
類
三
」

注
釈

（注
5
)
ァ
J

ま
ず
、
『
附
釈
文
注
證
部
韻
略
』
に
関
す
る
簡
単
に

知
り
う
る
事
柄
に
つ
い
て
整
理
し
て
み
た
い
。

最
初
に
注
4
の
『
玉
海
』
で
の
事
柄
か
ら
わ
か
る
こ
と

を
整
理
し
て
み
る
と
、

景
祐
四
年

(
1
0
三
七
年
）
丁
度
『
韻
略
』
五
巻

刊
行
、

そ
の
後
の
丁
度
在
世
中
に
通
用
韻
を
認
め
、

を
増
や
す
、

元
祐
五
年

(
1
0
九

0
年
）
孫

増
字
、

と
あ
る
。

次
に
『
四
庫
提
要
』

よ
れ
ば
、

(4) 
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「
令
式
」

を
著
し
て
南
宋
末
ま

景
祐
『
韻
略
』
は
、

で
変
え
な
か
っ
た
、

孫
誇
ら
の
上
奏
に
よ
る
増
加
字
は
、
韻
末
に
付
加

さ
れ
て
い
る
、

と
あ
る
。
ま
た
、
『
附
釈
文
互
注
證
部
韻
略
』
で
の
諸
本

に
触
れ
て
、
次
の
二
種
が
あ
る
と
す
る
。

曹
寅
所
刻
本

常
熟
銭
孫
保
家
影
紗
宋
刻
本

こ
の
二
種
の
テ
キ
ス
ト
し
て
の
相
違
点
は
、
巻
初
の
序

文
類
や
巻
末
の
条
式
類
の
有
無
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、

本
稿
で
問
題
と
す
る
五
巻
に
わ
た
る
韻
書
部
分
に
お
い

て
は
相
違
点
が
な
い
と
も
す
る
。
な
お
、
紹
興
本
と
い

う
も
の
の
存
在
が
知
ら
れ
、
北
宋
末
の
欽
宗
の
緯
を
避

け
て
い
な
い
と
す
る
。

以
上
の
二
書
で
の
記
述
を
手
が
か
り
と
し
て
、
本
稿

で
の
課
題
「
『
附
釈
文
互
注
證
部
韻
略
』
の
祖
本
へ
の
遡

及
性
」
に
つ
い
て
、
以
下
で
述
べ
て
い
き
た
い
。
と
こ

ろ
で
、
こ
こ
で
の
た
だ
し
書
き
と
し
て
本
稿
で
使
用
す

る
『
附
釈
文
互
注
證
部
韻
略
』
の
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
、

ひ
と
こ
と
述
べ
て
お
き
た
い
。
本
稿
で
用
い
る
の
は
、

四
部
叢
刊
続
編
本
で
あ
る
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
、
「
常
熟

銭
孫
保
家
影
紗
宋
刻
本
」
と
同
系
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。

な
お
、
四
庫
全
書
文
淵
閣
本
と
四
部
叢
刊
続
編
本
と
に

は
細
部
の
相
違
（
注
6
)

が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
四
部

叢
刊
続
編
本
を
中
心
に
し
て
考
え
た
い
。

本
節
で
は
、
前
節
二
に
お
い
て
述
べ
た
『
四
庫
提
要
』

で
の
韻
末
の
増
加
字
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
お
き
た

、。
l
>
 

『
附
釈
文
互
注
證
部
韻
略
』
で
は
、
韻
末
に
は
、
[
(
元

祐
）
新
制
添
入
」
と
記
さ
れ
る
文
字
群
が
あ
る
U

こ

れ
ら
の
文
字
群
こ
そ
、
『
四
庫
提
要
』
で
い
う
”
孫
誇
ら

の
上
奏
に
よ
る
増
加
字
“
で
あ
る
。
こ
の
「
新
制
添
入
」

と
記
す
文
字
群
に
は
、
『
附
釈
文
互
注
證
部
韻
略
』
で
の

特
色
の
―
つ
で
あ
る
”
附
釈
文
“
と
呼
ば
れ
る
増
注
（
以

下
、
増
注
と
呼
ぶ
）
が
付
い
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
（
注

7
)
。
こ
の
こ
と
か
ら
増
注
部
分
の
注
釈
は
、
孫
誇
増
加

字
以
前
に
付
け
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

(5) 
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さ
ら
に
こ
の
点
を
補
足
す
れ
ば
、
『
附
釈
文
互
注
燈
部

韻
略
』
去
声
勁
韻
末
に
「
敬
」
の
小
韻
が
見
え
る
。
こ

の
「
敬
」
の
小
韻
は
、
『
證
部
韻
略
』
成
書
の
こ
ろ
、
緯

に
よ
る
忌
避
の
対
象
と
な
っ
た
小
韻
で
あ
っ
た
。
つ
ま

り
、
成
書
の
こ
ろ
に
は
削
除
さ
れ
た
小
韻
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
北
宋
の
神
宗
の
時
代
に
は
旧
緯

に
な
り
、
詩
の
韻
字
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
（
注
8
)
。

『
附
釈
文
互
注
證
部
韻
略
』
に
お
い
て
「
敬
」
の
小
韻

が
復
活
し
た
の
は
、
や
は
り
神
宗
朝

(
J
O
六
八

S
一

〇
八
五
）
の
こ
ろ
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
「
敬
」
の
小
韻
に
”
附
釈
文
“
に
該
当
す

る
増
注
が
付
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

増
注
の
付
け
ら
れ
た
の
は
哲
宗
の
元
祐
初
年

(
1
0
八

六
年
）
以
前
、
す
な
わ
ち
神
宗
朝
の
こ
ろ
に
付
け
ら
れ

た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
避
緯

に
よ
っ
て
増
注
の
付
け
ら
れ
た
年
代
を
考
証
し
て
き
た

が
、
こ
の
避
緯
に
つ
い
て
は
五
に
お
い
て
も
う
一
度
触

れ
る
こ
と
に
す
る
。

最
後
に
、
”
附
釈
文
“
部
分
の
注
釈
に
は
、
『
集
韻
』
の

書
名
が
見
え
る
こ
と
（
去
声
函
齊
韻
の
「
笙
」
）
も
付
け
加

え
て
お
き
た
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
”
附
釈
文
“
と
呼
ぶ

増
注
は
景
祐
四
年

(
1
0
三
七
年
）
以
後
に
作
成
さ
れ

た
こ
と
は
動
か
な
い
と
い
え
る
。
ま
た
、
「
敬
」
の
小
韻

の
復
活
に
よ
っ
て
、
”
附
釈
文
“
の
増
注
は
さ
ら
に
神
宗

朝
に
年
代
が
下
が
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
『
玉

海
』
の
い
う
「
そ
の
後
の
丁
度
在
世
中
に
通
用
韻
を
認

め
、
注
釈
を
増
や
す
」
と
し
た
そ
の
注
釈
が
”
附
釈
文
“

の
増
注
部
分
を
指
す
の
で
は
な
く
、
官
定
の
本
来
の
義

注
を
指
す
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、

丁
度
は
、
仁
宗
期
の
一

0
五
三
年
に
没
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
『
集
韻
』
成
書
も
同
じ
仁
宗
期
で
あ
り
、
こ
の

『
集
韻
』
で
「
敬
」
を
避
緯
し
て
韻
目
と
し
て
な
い
3

同
じ
皇
帝
の
在
位
中
に
避
緯
の
条
項
が
変
更
さ
れ
る
こ

と
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。

次
に
で
述
べ
る
無
義
注
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
調

べ
て
み
た
い
。
『
附
釈
文
互
注
證
部
韻
略
』
で
の
”
附
釈

文
“
部
分
を
除
く
無
義
注
に
つ
い
て
ま
ず
見
て
み
た
い
。

四

(6) 
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こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
な
数
値
を
示
し
た
方
が

よ
い
と
思
わ
れ
る
。
よ
っ
て
、
以
下
に
韻
目
•
「
添
入
」

字
を
除
い
た
総
字
数
・
無
義
注
字
数
を
挙
げ
る
こ
と
に

す
る
。以
上
の
表
に
お
い
て
、

本
来
な
ら
ば
各
韻
ご
と
の
数

値も付けたかったが、これは省略した。ところ

で、『附釈文互注證部韻略』では、総字数の二五

％が無義注であることがわかった。しかし、こ

の二五％という数値はやや低いように思われる。

というのは、「釈云」で始まる注記が落ちている

計
入 去 上
声 声 声

九 塁五

゜
七

゜五 九 五 七 数
五 四 九

゜
九

有
七 義， 

七 四

* 
ノ‘

九 四 五 五

゜四 七 八 四

佃‘‘‘‘ 
義

四 五 五 ＇ 注ノ‘

五

゜
， 

字ノ‘

五

比
声千

八

゜゚

『
附
釈
文
互
注
證
部
韻
略
』
無
義
注
表

(7) 
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と
し
か
思
え
な
い
義
注
が
散
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
に
該
当
す
る
義
注
は
、
「
按
『
説
文
』
」
と
い
う
書
き

出
し
で
始
ま
る
と
い
う
共
通
性
が
あ
る
。
該
当
字
を
例

示
す
れ
ば
、
日
・
骨
な
ど
の
常
用
字
が
中
心
に
な
っ
て

い
る
。
よ
っ
て
、
『
附
釈
文
互
注
證
部
韻
略
』
の
総
字
数

の
二
五
％
よ
り
も
、
若
干
多
い
数
が
無
義
注
の
比
率
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
、
次
に
進
み
た
い
。

『
附
釈
文
互
注
證
部
韻
略
』
で
は
総
字
数
の
二
五
％

強
が
無
義
注
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
残
り
の
七
五
％
弱
に

は
義
注
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
ど
の
よ
う

な
義
注
な
の
か
を
一
瞥
し
て
み
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
義
注
の
中
で
用
例
を
伴
っ
た
書
名

の
義
注
に
つ
い
て
は
か
つ
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
（
注

9
)
。
そ
の
小
稿
で
、
こ
の
種
の
義
注
を
”
書
名
義
注
“

と
呼
ん
だ
が
、
そ
の
呼
称
を
こ
こ
で
も
用
い
る
こ
と
に

し
た
い
。
な
お
こ
こ
で
簡
単
な
再
説
と
な
る
が
、
”
書
名

義
注
“
と
い
う
も
の
の
内
容
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

”
書
名
義
注
“
と
は
、
親
字
の
訓
詰
注
釈
を
補
足
す
る
か

た
ち
で
、
実
際
の
用
例
を
引
用
し
た
義
注
の
こ
と
を
い

う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
だ
け
で
あ
る
な
ら
ば
単
な
る
引

用
注
に
と
ど
ま
る
も
の
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
注
と
『
集

韻
』
の
義
注
と
を
比
較
・
対
照
し
て
み
る
と
、
『
集
韻
』

義
注
の
注
釈
と
な
る
よ
う
な
か
た
ち
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
性
格
を
持
っ
た
義
注
の
一
群
が
あ
る
。
こ
の

”
書
名
義
注
“
以
外
の
義
注
は
せ
い
ぜ
い
四
、
五
字
程
度

の
短
い
義
注
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
短
い
義
注
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
”
書
名
義
注
“
が
『
集
韻
』
義
注
と

関
連
性
を
持
っ
て
い
る
か
ら
に
は
、
こ
の
短
い
義
注
に

つ
い
て
も
『
集
韻
』
と
の
関
連
性
を
調
べ
て
み
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
『
附
釈
文
互
注
證

部
韻
略
』
義
注
を
『
集
韻
』
を
基
準
に
し
て
そ
の
対
応

関
係
を
見
て
み
た
い
。
と
こ
ろ
で
、
義
注
を
分
類
す
る

に
あ
た
り
、
『
集
韻
』
を
基
準
に
す
る
か
ら
に
は
、
『
集

韻
』
義
注
に
数
多
く
引
用
さ
れ
る
『
説
文
』
説
解
を
も

考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ま

ず
説
解
と
説
解
以
外
の
『
集
韻
』
義
注
と
を
分
け
て
調

べ
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
二
項
目
の
ほ
か
、
そ
の
他
と

”
書
名
義
注
“
の
項
目
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
四
つ

の
項
目
を
た
て
て
、
『
附
釈
文
互
注
證
部
韻
略
』

(8) 
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計
入 去 上 下 上
声 声 平 平

有
七 義

＇ 七 四 注ノ‘

九 四 五 五

゜
字

四 七 八 四

， 
四 説ノ‘ ， 

八 解ノ‘

九 七 九 九 ＇ ノ‘

五 喜八 四
I 

ノ‘

九 四 八 九 五

そ
の

五
， 
五 九 他ノ‘
'' 九 七 九ノ‘

書

i 
゜
四 四

五 四 四 注
五 四 四

『
集
韻
』
義
注
と
の
関
連
性
を
見
て
み
た
い
。

な
お
、
以
上
の
四
つ
の
分
類
基
準
は
大
ま
か
な
も
の

で
あ
っ
て
、
『
附
釈
文
互
注
證
部
韻
略
』
義
注
で
は
、
『
集

韻
』
義
注
よ
り
も
大
き
く
省
略
さ
れ
た
か
た
ち
に
な
っ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
省
略
形
で
も
今
回
は
同
じ
語
彙

が
使
わ
れ
て
い
れ
ば
同
じ
と
見
な
し
た
。
こ
の
よ
う
な

大
ま
か
な
調
査
で
は
、
い
く
ぶ
ん
不
正
確
さ
を
ま
ぬ
が

れ
え
な
い
が
、
今
回
は
大
ま
か
な
傾
向
を
知
り
う
る
こ

（
注
1
0
)

と
が
目
的
で
あ
る
の
で
、
当
面
の
用
は
足
る
も
の
と
考

え
る
。
ま
た
、
「
そ
の
他
」
に
は
、
『
集
韻
』
で
は
地
名

に
関
す
る
詳
し
い
説
解
が
あ
る
も
の
を
、
『
附
釈
文
互
注

證
部
韻
略
』
で
は
、
単
に
「
地
名
」
「
国
名
」
「
水
名
」
な
ど

と
簡
単
な
義
注
に
し
て
い
る
場
合
も
含
め
た
。
さ
ら
に
、

”
書
名
義
注
“
の
中
に
は
、
説
解
に
基
づ
い
た
義
注
に
、

書
名
を
伴
っ
た
引
用
が
有
る
場
合
も
あ
る
が
、
こ
れ
に

類
し
た
も
の
も
す
べ
て
”
書
名
義
注
“
の
項
に
含
め
た
。

(9) 



1826 

以
上
の
簡
単
な
調
査
か
ら
、
義
注
全
体
の
中
で
、
「
説

解
」
の
占
め
る
比
率
が
二
三
％
・
『
集
韻
』
義
注
の
占
め

る
比
率
が
三
一
％
・
「
そ
の
他
」
の
占
め
る
比
率
が
一
七

％
・
「
書
名
義
注
」
の
占
め
る
比
率
が
二
九
％
と
そ
れ
ぞ

れ
な
る
。
こ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
比
率
を
見
る
と
、
「
説
解
」

自
体
の
す
べ
て
が
『
集
韻
』
に
引
か
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
こ
の
「
説
解
」
も
『
集
韻
』
と
関
連
性
を
持
つ
こ

と
に
な
る
。
ま
た
、
「
書
名
義
注
」
の
ほ
と
ん
ど
が
『
集

韻
』
と
関
連
性
を
有
す
る
か
ら
、
「
そ
の
他
」
以
外
の
八

三
％
の
義
注
が
『
集
韻
』
と
の
関
連
性
を
有
す
る
こ
と

に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
粗
々
の
調
査
に
お
い
て
も
、
反

切
ば
か
り
で
な
く
義
注
も
、
『
附
釈
文
互
注
證
部
韻
略
』

と
『
集
韻
』
と
の
間
に
関
連
性
が
あ
る
こ
と
が
確
認
で

き
た
。と
こ
ろ
で
、
賣
昌
朝
『
群
経
音
辮
』
と
『
附
釈
文
互

注
證
部
韻
略
』
義
注
と
の
関
連
性
の
有
無
に
つ
い
て
調

べ
て
み
た
が
、
両
書
の
関
連
性
を
確
認
で
き
な
か
っ
た

こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た
い
。
も
う
一
方
の
『
群
経
音

辮
』
と
『
集
韻
』
義
注
と
の
間
に
関
連
性
が
認
め
ら
れ

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
『
集
韻
』
義
注
は
『
附
釈
文
注

證
部
韻
略
』
『
群
経
音
饒
』
の
二
は
親
縁
関
係
が
あ

る
が
、
『
附
釈
文
互
注
證
部
韻
略
』
と
『
群
経
音
辮
』
の

相
互
間
の
影
響
関
係
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
い
え
よ

う
。
こ
の
理
由
と
し
て
は
、
『
群
経
音
辮
』
所
収
の
多
読

字
の
一
部
に
は
非
常
用
例
が
多
い
た
め
に
、
収
録
字
の

少
な
い
『
附
釈
文
互
注
證
部
韻
略
』
に
収
録
さ
れ
な
か

っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
゜
も
ち
ろ
ん
、
義

注
相
互
の
非
関
連
性
も
同
様
に
見
な
さ
れ
る
も
の
で
あ

ろ
う
。い

ま
ま
で
、
『
附
釈
文
注
證
部
韻
略
』
の
義
注
に
つ

い
て
も
っ
ぱ
ら
述
べ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
三
で
も
触

れ
た
避
緯
の
問
題
を
さ
ら
に
詳
し
く
論
じ
て
み
た
い
。
’

と
こ
ろ
で
、
『
附
釈
文
互
注
證
部
韻
略
』
反
切
用
字
で
の

避
緯
に
つ
い
て
は
、
注
2
に
引
く
拙
稿
に
て
す
で
に
触

れ
た
。
ま
た
、
『
増
修
互
注
證
部
韻
略
』
を
も
含
め
た
か

た
ち
で
の
避
緯
に
つ
い
て
は
、
「
『
證
部
韻
略
』
に
お
け

る
「
緯
名
韻
」
に
つ
い
て
」
（
『
創
価
大
学
外
国
語
学
科

五

(10) 
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紀
要
』
創
刊
号
・
一
九
九
一
年
三
月
）
に
お
い
て
論
じ

た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
小
稿
で
は
、
避
緯
に
よ
る
小
韻

削
除
に
つ
い
て
論
じ
た
。
し
た
が
っ
て
、
削
除
さ
れ
た

小
韻
か
ら
は
、
『
附
釈
文
互
注
證
部
韻
略
』
の
祖
本
に
関

連
す
る
も
の
は
な
い
と
い
え
る
。
し
か
し
、
反
切
用
字

で
の
避
緯
に
お
い
て
は
、
『
附
釈
文
互
注
證
部
韻
略
』
の

祖
本
の
問
題
に
関
連
す
る
事
項
が
あ
る
の
で
あ
る
。
ま

ず
、
こ
の
点
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

『
附
釈
文
互
注
證
部
韻
略
』
で
の
場
合
、
反
切
用
字

と
義
注
と
で
は
避
緯
の
様
子
が
異
な
っ
て
い
る
。
反
切

用
字
で
の
避
緯
の
場
合
、
原
則
と
し
て
緯
及
び
そ
の
同

音
字
は
用
い
な
い
。
義
注
で
の
避
緯
の
場
合
、
緯
及
び

そ
の
同
音
字
は
圏
で
囲
ん
で
用
い
る
こ
と
に
す
る
。
特

に
直
接
緯
を
用
い
る
と
き
に
は
、
さ
ら
に
映
筆
を
す
る

こ
と
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
『
附
釈
文
互
注
證
部
韻
略
』
は
、

避
緯
す
る
と
き
、
反
切
用
字
で
は
緯
及
び
そ
の
同
音
字

を
避
け
、
義
注
で
は
圏
で
囲
ん
で
用
い
る
と
い
う
こ
と

を
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
義
注
の
避
緯
の
様
子
か
ら

は
、
『
附
釈
文
互
注
證
部
韻
略
』
と
祖
本
と
の
関
係
は
わ

か
ら
な
い
。

以
上
の
原
則
で
、
避
緯
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
実
は
反
切
用
字
に
つ
い
て
は
、
完
全
で
は
な
い
し

l

第
五
代
皇
帝
英
宗
の
緯
「
曙
」
と
同
音
の
文
字
「
署
」
（
注

11)
、
及
び
第
九
代
皇
帝
欽
宗
の
緯
「
桓
」
と
同
音
の
文

字
「
丸
」
が
反
切
用
字
に
用
い
ら
れ
て
い
る
（
注
12)
。

こ
の
両
皇
帝
の
緯
が
反
切
に
用
い
ら
れ
た
の
は
、
両
皇

帝
と
も
在
位
が
短
期
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
う

ち
の
第
九
代
皇
帝
欽
宗
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
孫
誇

に
よ
る
元
祐
年
間
で
の
改
訂
以
後
で
あ
る
か
ら
当
面
問

題
と
し
な
く
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
も
う
一
方
の
英
宗
の

在
位
期
間
は
、
わ
ず
か
四
年
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、

英
宗
で
の
避
緯
の
問
題
解
決
に
当
た
っ
て
、
「
署
」
の
小

韻
の
削
除
は
な
さ
れ
た
が
、
反
切
用
字
の
方
は
放
置
さ

れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
放
置
が
、
単
な
る
偶
然
か
、
そ

れ
と
も
別
の
理
由
に
よ
る
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
い
ず

れ
に
し
て
も
短
期
の
在
位
に
よ
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
逃

さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
（
注
認
）
。

こ
の
緯
同
音
字
の
放
置
に
よ
り
、
『
附
釈
文
互
注
證
部

韻
略
』
は
、
英
宗
以
前
す
な
わ
ち
仁
宗
末
年
の
姿
を
留

め
て
い
る
可
能
性
が
見
え
て
き
た
こ
と
に
な
る
。
と
こ

(11) 
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ろ
で
、
『
附
釈
文
互
注
證
部
韻
略
』
の
祖
本
が
で
き
た
の

が
仁
宗
在
位
期

(
J
O
二
三

S
J
O
六
三
）
で
あ
り
、
『
集

韻
』
が
で
き
た
の
が
や
は
り
仁
宗
在
位
期
で
あ
る
。
ま

た
、
丁
度
も
仁
宗
在
位
期
に
亡
く
な
っ
た
。
よ
っ
て
、

こ
の
「
恕
」
小
韻
の
反
切
下
字
で
「
署
」
が
用
い
ら
れ

て
い
る
こ
と
は
、
『
附
釈
文
互
注
證
部
韻
略
』
の
祖
本
を

決
定
し
う
る
重
要
な
要
因
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ

ろ
う
。
そ
こ
で
、
『
増
修
互
注
證
部
韻
略
』
や
『
集
韻
』

と
の
比
較
の
上
で
も
う
一
度
こ
の
点
を
考
え
て
み
た
い
。

「
恕
」
小
韻
で
の
反
切
用
字
を
見
て
み
る
と
、
『
附
釈

文
互
注
證
部
韻
略
』
『
集
韻
』
が
商
署
切
・
『
増
修
互
注

證
部
韻
略
』
が
商
豫
切
、
と
そ
れ
ぞ
れ
な
っ
て
い
る
。

や
は
り
、
『
増
修
互
注
證
部
韻
略
』
で
は
、
避
緯
の
た
め

に
反
切
下
字
を
書
き
改
め
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
欽
宗

の
場
合
も
同
じ
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
、
「
官
」
の
小
韻

で
の
反
切
用
字
を
見
て
み
る
と
、
『
附
釈
文
互
注
證
部
韻

略
』
が
泊
丸
切
・
『
集
韻
』
が
古
丸
切
・
『
増
修
互
注
證

部
韻
略
』
が
活
歓
切
、
と
そ
れ
ぞ
れ
な
っ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
三
書
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
附
釈
文

注
證
部
韻
略
』
で
も
と
も
と
の
反
切
用
字
の
姿
が
確

， 
ノ‘

認
で
き
、
さ
ら
に
反
切
下
字
の
緯
同
音
字
の
放
置
に
つ

い
て
も
確
認
で
き
た
と
い
え
よ
う
。

以
上
、
反
切
用
字
か
ら
避
緯
ま
で
の
各
項
目
ご
と
に
、

『
附
釈
文
互
注
證
部
韻
略
』
祖
本
に
関
わ
る
問
題
を
論

じ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
い
ま
ま
で
の
論
議
と
『
附

釈
文
互
注
證
部
韻
略
』
成
書
に
触
れ
た
注
4
に
引
く
『
玉

海
』
と
の
間
の
整
合
性
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。
『
玉
海
』

で
は
、
単
に
『
韻
略
』
と
呼
ん
で
い
る
が
、
こ
こ
で
い

う
『
韻
略
』
は
『
證
部
韻
略
』
の
こ
と
で
あ
る
。
『
玉
海
』

で
は
ま
ず
「
景
祐
四
年
六
月
丙
申
、
以
丁
度
所
修
『
韻

略
』
五
巻
頒
行
」
と
あ
る
。
こ
の
刊
本
を
い
ま
こ
こ
で

初
刻
本
（
注
14)
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
初
刻
本
は
、

買
昌
朝
の
「
『
韻
略
』
多
無
訓
釈
、
疑
混
声
重
畳
字
挙
人

誤
用
」
と
い
う
批
判
を
受
け
て
、
丁
度
は
「
刊
定
窄
韻

十
三
許
附
近
通
用
、
混
声
重
字
具
為
解
注
」
と
い
っ
た

改
訂
を
し
た
と
あ
る
。
こ
の
刊
本
を
改
訂
本
と
こ
こ
で

は
呼
ぶ
。
改
訂
本
で
な
さ
れ
た
「
窄
韻
十
三
」
が
具
体

(12) 
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的
に
ど
の
韻
を
指
す
の
か
不
明
で
あ
る
（
注
15)

が、

多
読
字
に
つ
い
て
の
義
注
の
大
幅
な
増
加
が
あ
っ
た
こ

と
が
こ
れ
で
わ
か
る
。
こ
の
時
、
同
時
に
多
読
字
で
な

い
親
字
の
義
注
の
増
加
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、

こ
の
改
訂
本
は
、
『
集
韻
』
の
刊
行
の
後
で
あ
っ
た
で
あ

ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
仮
定
す
る
と
、
『
附
釈
文
互
注
證
部

韻
略
』
の
義
注
が
、
『
集
韻
』
義
注
と
内
容
的
に
か
な
り

一
致
す
る
こ
と
の
理
由
の
説
明
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
「
窄
韻
十
三
」
で
の
通
用
韻
を
認
め
た
こ
と
の
ほ

か
に
、
こ
の
時
の
改
訂
が
反
切
用
字
に
も
な
に
が
し
か

の
影
響
を
与
え
た
可
能
性
が
あ
る
。
『
附
釈
文
互
注
證
部

韻
略
』
の
反
切
用
字
と
『
集
韻
』
の
反
切
用
字
が
か
な

り
一
致
す
る
こ
と
を
、
初
刻
本
の
ま
ま
で
あ
る
と
す
る

よ
り
も
、
こ
こ
で
は
慎
重
に
改
訂
本
の
と
き
に
変
更
さ

れ
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
る
（
注
16)
。

こ
う
な
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
、
『
集
韻
』
刊
行
後
の
改

訂
さ
れ
た
『
證
部
韻
略
』
を
見
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

さ
き
ほ
ど
本
稿
で
『
附
釈
文
互
注
證
部
韻
略
』
の
祖
本

は
、
仁
宗
朝
末
ま
で
は
確
か
に
さ
か
の
ぼ
れ
る
と
し
た
。

し
か
し
、
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
れ
る
に
し
て
も
、
『
集
韻
』

刊
行
後
の
改
訂
本
『
證
部
韻
略
』
の
と
こ
ろ
ま
で
で
し

か
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
の
改
訂
本
刊
行

の
年
は
、
『
集
韻
』
の
刊
行
の
年
一

0
三
九
年
か
ら
丁
度

の
没
年
一

0
五
三
年
の
十
四
年
間
に
絞
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
。
そ
う
し
て
、
こ
こ
で
の
小
結
論
と
し
て
、
『
附
釈
文

互
注
證
部
韻
略
』
は
、
『
集
韻
』
刊
行
後
に
出
さ
れ
た
改

訂
本
『
證
部
韻
略
』
の
姿
を
（
孫
誇
の
増
改
部
分
と
歴

代
皇
帝
の
避
緯
に
よ
る
部
分
の
改
訂
を
除
い
て
）
か
な

り
忠
実
に
伝
え
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

最
後
に
、
初
刻
本
『
證
部
韻
略
』
と
改
訂
本
『
霞
部

韻
略
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
若
干
述
べ
て
み
た
い
。

と
い
う
の
は
、
改
訂
本
の
出
現
に
よ
っ
て
初
刻
本
の
散

逸
が
決
定
的
に
な
り
、
い
ま
で
は
初
刻
本
の
姿
が
不
明

に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
『
集
韻
』
刊
行
後
の

改
訂
本
と
『
集
韻
』
と
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

初
刻
本
の
姿
を
想
像
し
て
み
た
い
。

改
訂
本
と
『
集
韻
』
と
の
比
較
を
通
し
て
、

七

の

(1 3) 
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間
に
あ
る
大
き
な
相
違
点
を
注
目
し
て
み
た
い
。
ま
ず
、

音
韻
の
部
分
に
つ
い
て
見
て
み
れ
ば
、
特
に
注
目
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
点
と
し
て
、
正
歯
音
三
等
の
常
母
と

船
母
を
『
集
韻
』
は
合
併
し
、
改
訂
本
で
あ
る
『
附
釈

文
互
注
證
部
韻
略
』
は
分
け
る
こ
と
で
あ
る
（
注
17)
。

こ
の
点
で
、
改
訂
本
は
、
切
韻
系
韻
書
の
伝
統
を
引
き

継
ぐ
も
の
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
初
刻
本
も
同
様
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
改
訂
本
は
、
小
韻
の
所
属
に
つ
い
て
平
声
の

「
真
・
諄
」
韻
に
関
し
て
の
み
『
集
韻
』
の
分
け
方
に

従
い
、
「
真
・
諄
」
韻
に
相
配
す
る
上
声
・
去
声
で
の
小

韻
の
所
属
に
つ
い
て
は
、
『
広
韻
』
の
分
け
方
に
従
っ
て

い
る
。
こ
の
ほ
か
の
「
歌
・
文
」
な
ど
の
開
合
韻
（
注

18)

で
も
、
改
訂
本
は
、
小
韻
の
所
属
を
『
広
韻
』
の

分
け
方
に
従
っ
て
い
る
。
一
方
、
『
集
韻
』
で
は
、
「
歌

・
文
」
な
ど
の
開
合
韻
で
の
小
韻
所
属
を
『
広
韻
』
と

異
な
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
や
は
り
、
こ
の
点
で
、
改

訂
本
は
、
『
広
韻
』
の
区
分
に
従
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

以
上
の
小
韻
に
関
す
る
二
点
に
お
い
て
、
改
訂
本
と

初
刻
本
と
で
は
じ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
一
方
の

反
切
用
字
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
改
訂
が
加
え
ら

れ
た
か
不
明
で
あ
る
（
注
19)
。
さ
ら
に
義
注
に
つ
い
て

は
、
大
幅
な
変
更
が
加
え
ら
れ
、
初
刻
本
の
姿
を
想
定

す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ

が
、
初
刻
本
の
姿
を
か
ろ
う
じ
て
想
定
で
き
る
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
所
収
字
と
韻
の
枠
組
み
だ
け
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
所
収
字
と
こ
の
韻
の
枠
組
み
だ
け
で
も
得
る

も
の
は
大
き
い
と
い
え
る
。
そ
の
理
由
を
以
下
に
記
し

た
い
。初
刻
本
1
1

「
景
祐
韻
略
」
は
、
『
集
韻
』
の
二
年
前
に

成
書
し
た
。
両
書
と
も
同
じ
丁
度
の
手
に
よ
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
「
景
祐
韻
略
」
は
、
『
集
韻
』
稿
本
か
ら
抜

き
出
さ
れ
た
韻
書
で
あ
る
と
い
え
る
。
一
歩
退
い
て
み

て
も
、
「
景
祐
韻
略
」
と
『
集
韻
』
と
は
韻
書
編
築
の
初

期
の
段
階
で
稿
本
を
同
じ
く
し
た
可
能
性
が
大
で
あ
る
。

も
し
そ
う
で
な
く
別
々
の
作
業
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
前

後
二
年
も
の
間
に
続
け
て
二
種
の
韻
書
（
そ
の
う
ち
の

一
種
は
過
去
最
大
の
韻
書
で
あ
る
）
を
出
す
こ
と
は
不

可
能
で
あ
ろ
う
。

い
ま
ま
で
の
考
察
か
ら
、
『
附
釈
文

(14) 
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の
祖
本
の
所
収
字
と
韻
の
枠
組
み
に
つ
い
て
は
、
「
景
祐

韻
略
」
も
同
様
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
「
景
祐
韻
略
」
『
集

韻
』
編
纂
初
期
の
稿
本
で
は
、
『
広
韻
』
の
韻
の
枠
組
み

（
も
ち
ろ
ん
所
収
字
も
含
め
て
）
を
引
き
写
す
こ
と
か

ら
始
ま
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
音
韻
学

史
的
に
い
っ
て
、
『
附
釈
文
互
注
纏
部
韻
略
』
の
祖
本
を

間
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
『
集
韻
』
で
の
『
広
韻
』

か
ら
の
脱
却
の
様
子
が
割
合
に
細
か
く
わ
か
る
の
で
あ

る
。
『
集
韻
』
の
『
集
韻
』
化
が
何
か
ら
始
ま
り
何
に
終

わ
っ
た
か
を
知
る
こ
と
は
、
『
集
韻
』
研
究
の
た
め
に
か

な
り
重
要
な
こ
と
で
あ
る
（
注
20)
。
繰
り
返
し
と
な
る

が
、
こ
の
目
的
の
た
め
に
、
『
附
釈
文
互
注
證
部
韻
略
』

の
祖
本
の
様
子
を
知
る
こ
と
は
何
よ
り
も
重
要
な
こ
と

な
の
で
あ
る
。

1

「
『
附
釈
文
互
注
證
部
韻
略
』
義
注
よ
り
見
た

韻
』
義
注
」
（
『
中
国
文
学
研
究
』
二
十
二
期
・
早
大

中
国
文
学
会
一
九
九
六
年
十
二
月
）

2

「
関
於
『
證
部
韻
略
』
」
（
『
九
五
年
黄
侃
国
際
学

術
研
討
会
論
文
集
』
掲
載
予
定
・
武
漠
大
学
）

3

『
集
韻
』
成
書
の
問
題
に
関
し
て
は
、
平
田
昌

「
『
広
韻
』
奥
『
集
韻
』
」
（
『
語
文
、
情
性
、
義
理
・

中
国
文
学
的
多
層
面
探
討
国
際
学
術
会
議
論
文
集
』
．

一
九
九
六
年
四
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

4

『
玉
海
』
巻
四
十
五
「
景
徳
新
定
韻
略
」
「
：
・
：
髯

祐
四
年
六
月
丙
申
、
以
丁
度
所
修
『
韻
略
』
五
巻
頒

行
。
初
説
書
買
昌
朝
言
、
『
韻
略
』
多
無
訓
釈
‘
疑
混

声
重
畳
字
挙
人
誤
用
。
詔
度
等
刊
定
窄
韻
十
三
許
附

近
通
用
、
混
声
重
字
具
為
解
注
。
元
祐
五
年
、
太
学

博
士
孫
誇
等
言
韻
有
一
字
一
義
而
両
音
者
、
有
合
用

而
私
相
伝
為
当
避
者
、
有
合
押
而
『
礼
部
韻
』
或
不

収
者
、
七
月
九
日
附
入
『
韻
略
』
。
…
・
:
」

以
上
の
よ
う
に
編
者
の
丁
度
は
刊
行
さ
れ
た
直
後

に
再
改
訂
を
命
ぜ
ら
れ
た
こ
と
が
見
え
る
。

5

い
ま
こ
こ
に
『
四
庫
提
要
』
「
附
釈
文
互
注
證
部

韻
略
」
の
条
全
文
を
引
く
。

『
礼
部
韻
略
』
、
旧
本
不
題
撰
人
。
晃
公
武

(15) 
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志
』
竺
丁
度
撰
。
今
考
所
併
旧
韻
十
三
部
、
輿
度

所
『
集
韻
』
合
。
当
出
度
手
。
其
上
平
三
十
六
桓

作
歓
、
則
南
宋
重
刊
所
改
。
観
巻
首
載
郭
守
正
重

修
条
例
、
称
紹
興
本
尚
作
桓
、
是
其
証
也
。
考
『
曾

悔
類
説
』
引
『
古
今
詞
話
』
日
、
真
宗
朝
試
「
天

徳
清
明
賦
」
、
有
間
破
題
云
、
天
道
如
何
、
仰
之
蒲

高
。
会
試
官
亦
間
人
、
遂
中
選
。
是
宋
初
程
試
、

用
韻
尚
漫
無
章
程
。
自
景
祐
以
後
、
勅
撰
此
書
。

始
著
為
令
式
、
迄
南
宋
之
末
不
改
。
然
収
字
頗
狭
、

如
歓
韻
漏
判
字
、
添
韻
漏
尖
字
之
類
。
嘗
為
愈
文

豹
『
吹
剣
録
』
所
議
。
故
元
祐
中
博
士
孫
誇
、
紹

興
中
朝
散
大
夫
黄
積
厚
、
福
州
進
士
黄
啓
宗
、
淳

熙
中
呉
県
主
簿
張
貴
膜
、
嘉
定
中
嘉
定
府
教
授
呉

桂
、
皆
屡
請
増
収
。
而
楊
伯
岳
亦
作
『
九
経
補
韻
』
、

以
拾
其
遺
。
然
毎
有
陳
奏
。
必
下
国
子
監
看
詳
、

再
三
審
定
、
而
後
附
刊
韻
末
。
其
間
或
末
允
者
、

黄
啓
宗
所
増
蹟
一
作
斉
、
鰈
一
作
衿
之
類
。
趙
衛

雲
『
麓
漫
紗
』
尚
駁
詰
之
。
蓋
既
経
廷
評
、
又
経

公
論
。
故
較
他
韻
書
特
為
謹
厳
。
然
当
時
官
本
已

不
可
見
。
其
伝
於
今
者
、
題
日
『
附
釈
文
互
注
證

部
韻
略
』
。
毎
字
之
下
、
皆
列
官
註
於
前
、
其
所
附

互
註
、
則
題
一
”
釈
“
字
別
之
。
凡
有
二
本
。
一
本

為
康
熙
丙
戌
曹
寅
所
刻
、
冠
以
余
文
焙
所
作
欧
陽

徳
隆
『
押
韻
釈
疑
』
序
一
篇
、
郭
守
正
重
修
序
一

篇
、
重
修
条
例
十
則
、
淳
煕
文
書
式
一
道
。
考
守

正
所
重
修
者
、
名
「
紫
雲
韻
」
、
今
尚
有
伝
本
。
巳

別
著
録
、
則
此
本
非
守
正
書
。
又
守
正
条
例
、
称

徳
隆
註
蒟
悽
其
捌
之
辮
、
似
失
之
拘
。
今
此
本
無

此
註
、
則
亦
非
徳
隆
書
。
観
守
正
序
、
称
書
騨
版

行
、
漫
者
凡
幾
、
一
漫
則
一
新
、
必
増
数
註
釈
、

易
一
標
題
。
然
則
当
日
『
韻
略
』
非
一
本
ja

此
不

知
誰
氏
所
刻
、
而
例
冠
以
旧
序
及
条
例
。
其
条
例

輿
書
不
相
応
、
而
淳
熙
文
書
式
中
、
乃
有
理
宗
御

名
。
是
則
移
擬
添
補
之
明
証
也
。
一
本
為
常
熟
銭

孫
保
家
影
紗
宋
刻
、
前
五
巻
輿
曹
刻
同
。
但
首
無

序
文
条
例
、
而
末
附
貢
挙
条
式
一
巻
、
凡
五
十
三

頁
。
起
元
祐
五
年
、
至
紹
熙
五
年
、
凡
一
切
増
剛

韻
字
廟
緯
誂
緯
書
写
試
巻
格
式
、
以
及
考
校
章
程
、

無
不
具
載
。
多
史
志
之
所
末
備
、
猶
可
考
見
一
代

典
制
。
視
曹
本
特
為
精
善
、
惟
毎
巻
之
末
、
各
以

(16) 
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当

時

避

緯

不

収

字

、

附

録

拠

跛

乃

孫

保

所

加
、
非
原
書
所
有
。
今
削
去
不
載
、
以
存
其
旧
。

至
曹
寅
所
刻
不
完
本
、
則
附
見
於
此
、
不
別
著
録

焉。

6

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
小
稿
「
『
證
部
韻
略
』

に
お
け
る
「
緯
名
韻
」
に
つ
い
て
」
（
『
創
価
大
学
外

国
語
学
科
紀
要
』
創
刊
号
・
一
九
九
一
年
三
月
）
の

補
注
で
触
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

7
「
（
元
祐
）
新
制
添
入
」
の
部
分
に
は
、
あ
え
て

”
附
釈
文
“
の
注
釈
を
付
け
な
か
っ
た
と
い
う
解
釈
も

あ
り
え
る
が
、
韻
末
の
「
添
入
」
部
分
の
す
べ
て
に

”
附
釈
文
“
の
注
釈
が
付
い
て
い
な
い
こ
と
か
ら
以
上

の
よ
う
に
考
え
る
。

た
だ
し
、
例
外
と
し
て
韻
中
に
入
る
よ
う
な
場
合

も
あ
る
。
こ
の
場
合
、
上
平
東
韻
で
の
「
佐
」
が
空

の
小
韻
の
中
に
混
入
し
て
い
る
ケ
ー
ス
（
他
に
上
声

養
韻
の
「
悦
」
や
去
声
闘
韻
の
「
歌
」
が
あ
る
）
の

よ
う
に
、
”
附
釈
文
“
の
注
釈
が
付
い
て
い
な
い
こ
と

も
あ
る
。
し
か
し
、
上
平
之
韻
「
轍
」
、
上
平
昭
韻
「
棟
」
、

下
平
宵
韻
「
哨
」
、
下
平
麻
韻
「
哨
」
、
上
声
皓
韻
「
暉
」
、

去

声

廣

韻

な

ど

の

よ

う

に

「

新

制

添

入

」

の
注
記
と
”
附
釈
文
“
の
注
釈
と
が
並
立
し
て
韻
中
に

入
る
例
も
あ
る
。
今
回
は
”
附
釈
文
“
の
有
無
に
関
わ

ら
ず
、
韻
中
の
「
新
制
添
入
」
字
は
す
べ
て
例
外

と
見
な
し
考
察
の
対
象
外
と
す
る
。

8

こ
の
間
の
細
か
な
考
証
は
、
拙
稿
「
蘇
賦
詩
に
お

け
る
避
緯
韻
字
に
つ
い
て
」
（
『
中
国
詩
文
論
叢
』
十

一
・
中
国
詩
文
研
究
会
・
一
九
九
二
年
）
に
お
い
て

行
っ
た
。
蘇
試

(
1
0
三
六

s
―I
O
I)
詩
で
の

敬
を
韻
字
と
し
て
使
っ
た
例
は
一
五

0
頁
に
示
し
た
。

な
お
、
「
敬
」
の
小
韻
が
旧
緯
に
な
っ
た
の
は
、
英
宗

以
後
と
考
え
ら
れ
る
が
、
英
宗
期
は
短
い
た
め
、
神

宗
期
と
考
え
る
。

9

注
1
前
掲
論
文
参
照
。

10

前
稿
「
『
附
釈
文
互
注
證
部
韻
略
』
義
注
か
ら
見

た
『
集
韻
』
義
注
」
で
の
”
書
名
義
注
“
の
数
値
に
若

干
の
ミ
ス
が
あ
っ
た
。
今
回
再
集
計
を
し
た
本
稿
の

数
値
の
方
が
正
し
い
。
こ
こ
に
訂
正
を
し
た
い
。

1
1

去
声
・
御
韻
•
「
恕
」
反
切
下
字
。
参
照
、
拙
稿
「
附

釈
文
本
と
増
韻
本
と
の
反
切
用
字
の
相
違
に
つ
い
て
」

(17) 
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・
好
文
出
版
・

一
九
九
四
年
十
二
月
）

（
『
開
篇
』
＋
―

―
二
四
頁
。

12

上

平

・

桓

韻

「

官

」

な

ど

小

韻

の

反

切

下

字
。
注
11
前
掲
論
文
―
―
七
頁
。
な
お
、
『
四
庫
提
要
』

で
い
う
紹
興
本
も
韻
目
を
含
め
た
か
た
ち
で
の
避
緯

の
放
置
と
考
え
ら
れ
る
。

認
さ
ら
に
い
え
ば
、
『
附
釈
文
互
注
證
部
韻
略
』
と
『
集

韻
』
の
反
切
用
字
が
、
去
声
で
は
一
致
率
が
高
い
こ

と
も
、
「
恕
」
で
の
両
書
の
反
切
用
字
が
も
と
の
か
た

ち
で
あ
る
こ
と
の
傍
証
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
逆
に
放

置
さ
れ
な
か
っ
た
例
と
し
て
は
、
高
宗
で
の
例
が
あ

る
。
高
宗
の
緯
も
去
声
で
あ
っ
て
、
候
韻
の
構
（
見

母
）
で
あ
る
。
『
集
韻
』
で
は
、
「
候
」
の
反
切
用
字

が
、
胡
邁
切
で
あ
る
。
反
切
下
字
の
「
邁
」
は
、
構

と
同
音
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
『
附
釈
文
互
注
證
部

韻
略
』
で
は
、
「
候
」
の
反
切
用
字
は
、
胡
茂
切
と
な

っ
て
、
「
選
」
を
用
い
て
い
な
い
。

14

『
玉
海
』
で
い
う
「
景
祐
四
年
六
月
丙
申
…
…
『
韻

略
』
五
巻
頒
行
」
が
、
果
た
し
て
刊
本
か
否
か
に
つ

い
て
は
、
く
確
証
が
な
い
。
よ
っ
て
、
こ
こ
で
は
、

初
刻
本
を
初
稿
(
l
e
d
.
)

と
改
訂
本
を
再
稿
(
2
e
d
.
)

と
読
み
替
え
た
方
が
誤
解
が
少
な
い
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
初
稿
•
再
稿
も
こ
な
れ
な
い
表
現
で
あ
る
の

で
、
今
回
は
以
上
の
よ
う
な
い
い
方
に
終
始
し
た
い
。

15

た
だ
し
、
一
部
通
用
韻
の
枠
を
変
え
た
こ
と
を
指

す
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
る
が
、
ど
の
よ
う
な
数
え

方
を
す
れ
ば
十
三
と
な
る
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
た

め
、
以
上
の
よ
う
に
述
べ
る
。
ち
な
み
に
『
附
釈
文

互
注
證
部
韻
略
』
で
の
通
用
韻
の
枠
の
変
更
点
は
以

下
の
通
り
で
あ
る
。
独
用
ど
う
し
の
「
文
」
と
「
欣
」

を
通
用
と
す
る
。
こ
れ
に
は
平
•
上
・
去
•
入
に
わ

た
る
た
め
四
韻
と
な
る
。
去
声
の
「
廃
」
韻
は
独
用

で
あ
っ
た
が
、
「
隊
・
代
」
韻
と
通
用
さ
せ
て
、
こ
れ

で
一
韻
と
な
る
。
通
用
韻
「
厳
・
凡
」
を
分
離
し
て
、

「
厳
」
を
「
塩
•
添
」
に
通
用
さ
せ
、
「
凡
」
を
「
咸

．
衡
」
に
通
用
さ
せ
る
。
こ
れ
ら
に
も
平
•
上
・
去

•
入
に
わ
た
る
た
め
あ
わ
せ
て
八
韻
と
な
る
。
以
上
、

合
計
十
三
韻
と
な
る
が
、
『
玉
海
』
で
は
、
具
体
的
な

韻
目
が
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
く
ま
で
見
込
み

で
あ
る
。

(18) 
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16

注
19
で
の
説
明
の
よ
う
に
、
『
増
修
互
注
證
部
韻
略
』

の
藍
本
が
『
広
韻
』
的
な
反
切
用
字
を
示
し
て
い
る
。

も
し
、
こ
の
藍
本
が
初
刻
本
に
近
い
も
の
で
あ
る
と

す
る
な
ら
ば
、
『
集
韻
』
反
切
用
字
に
近
い
『
附
釈
文

互
注
證
部
韻
略
』
祖
本
は
改
訂
本
に
よ
る
も
の
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
よ
っ
て
、
こ
こ
で
は
以
上
の
よ
う

に
考
え
る
。

17

た
だ
し
、
『
附
釈
文
互
注
縄
部
韻
略
』
で
は
、
例
外

的
に
常
母
小
韻
と
船
母
小
韻
と
の
合
併
を
し
て
い
る

と
こ
ろ
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
膵
」
韻
の
「
舌
」
小

韻
（
船
母
）
と
「
折
」
（
常
母
）
と
が
合
わ
さ
っ
て
い

る。

18

が

と

開

合

韻

で

異

な

る

様

子

に
つ
い
て
は
複
雑
で
あ
る
の
で
、
王
力
『
漢
語
音
韻

学
』
（
香
港
中
華
書
局
・
一
九
七
二
年
）
四
六
七

S
八

頁
で
の
説
明
に
譲
り
た
い
。

19

と
こ
ろ
で
、
『
附
釈
文
互
注
證
部
韻
略
』
と
『
増
修

互
注
證
部
韻
略
』
と
で
は
、
反
切
用
字
が
入
声
で
い

さ
さ
か
異
な
る
。
『
増
修
互
注
證
部
韻
略
』
で
は
、

『
広
韻
』
と
同
じ
反
切
用
字
を
用
い
る
も
の
が
『
附

釈
文
互
注
證
部
韻
略
』
よ
り
多
い
。
注
11
論
文
参
照
。

20

本
稿
で
の
考
察
を
ふ
ま
え
た
『
研
究
は
、

別
稿
で
行
い
た
い
。

(19) 


